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　令和７年中にお支払いした年金の「支払金額」や「源泉徴収税額」を記載した�
「令和７年分公的年金等の源泉徴収票」（以下、「源泉徴収票」といいます。）を、�
令和８年１月８日（木）から20日（火）にかけて圧着式の「はがき」で順次発送します。

　この源泉徴収票は、年金の支払金額（源泉徴収税額を含みます。）の証明書類とし
て必要となる場合などがありますので、大切に保管してください。

　退職共済年金、老齢厚生年金、退職年金など、「退職」または「老齢」を給付事由とする年金を受
給されている方

源泉徴収票が届く方

●源泉徴収票の区分について
所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 64歳までの特別支給の退職共済年金、昭和61年3月以前に発生した退職を事由とする年金等を受給され

ている方
所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 65歳からの退職共済年金を受給されている方
所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 退職年金（退職等年金給付）、経過的職域加算額（退職共済年金）、老齢厚生年金を受給されている方
所得税法第203条の3第7号適用分 上記第1号～第6号に該当しない方

＜年金から「個人住民税および森林環境税」が特別徴収されている方へ＞
　個人住民税および森林環境税は、介護保険料などの社会保険料と異なり、所得税の控除対象とならないため、源泉徴
収票に記載しておりません。

※�今回お送りする源泉徴収票は、基礎控除の見直しにより、令和7年12月の定期支払時に令和７年度
税制改正に基づく税額の精算を行った後の内容が記載されたものとなります。令和７年度税制改正に
ついてはKKRホームページ「KKR年金だより No.144」をご参照ください。

ホーム▶ 年金 ▶ KKR年金だより ▶ KKR年金だより　No.144

▪退職共済年金や老齢厚生年金等を受給されている方へ

（受給者番号）は基礎年金番号
を表示しています。

住所地の市区
町村からの徴
収依頼に基づ
き年金から控
除された介護
保険料、後期
高齢者医療保
険料および国
民健康保険料
の年間徴収額
が「社会保険料
の額」として表
示されます。

令和７年分
「公的年金等の源泉徴収票」の送付について

※遺族や障害の年金を受給されている方は非課税のためお送りしていません

https://www.kkr.or.jp/nenkin/pdf/dayori/nenkindayori_144.pdf
https://www.kkr.or.jp/nenkin/pdf/dayori/nenkindayori_144.pdf



